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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年８月２日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年１０月１２日（水） １８時２０分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜
に い は ま

市新居浜港 

 新居浜港西防波堤灯台から真方位１５５°１,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５８.２′ 東経１３３°１６.１′） 

事故調査の経過  平成２３年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 金比羅
こ ん ぴ ら

丸、２.４３トン 

ＥＨ３－３２９１１（漁船登録番号）、個人所有 

８.５０ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、９０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５６年７

月１日 

Ｂ プレジャーボート 三喜
さんき

、５トン未満 

２７１－２５４１９愛媛、個人所有 

７.６０ｍ×２.０３ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５８kＷ、平成４年４月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５０年７月１８日 

 免許証交付日 平成２０年７月２日 

           （平成２５年７月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５８年１２月２日 

 免許証交付日 平成２０年１１月２５日 

        （平成２５年１２月１日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に破口 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、新居浜港内で機関故障を起こした知

人のプレジャーボート（以下「Ｃ船」という｡）を救助するため、法定の灯

火を表示して新居浜港内の係留地を出港した。 

船長Ａは、ふだん新居浜港を出港するときには、西側の別子岸壁と東側

の大江岸壁とにより形成された水路（以下「本件水路」という｡）の右

（東）側に寄って航行していたが、本事故時は、Ｃ船が別子岸壁の西方で
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漂泊しているという情報だったので、水路の左（西）寄りとなる別子岸壁

寄りを北西進した。 

船長Ａは、約２ノット（kn）の対地速力として手動操舵により船尾甲板

上で操船を行っていたが、夜間に入航する船はほとんどいないと思い、Ｃ

船を探すため、別子岸壁北岸方向に注意を向けて航行した。 

船長Ａは、別子岸壁北東端に至ったところで、左転を始めたとき、平成

２３年１０月１２日１８時２０分ごろ、新居浜港西防波堤灯台から真方位

１５５°１,３００ｍ付近において、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが

衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、新居浜港内で釣りを行い、帰港のた

め、法定の灯火を表示して同港内の係留地に向かった。 

船長Ｂは、操縦席に座り、本件水路の西側に寄って出航する船はいない

と思い、ふだんどおりに本件水路の右（西）側に寄り、約７～８kn の対地

速力で手動操舵により、船首目標である桟橋に向けて南東進した。 

船長Ｂは、衝突の約５秒前に船首右方向から接近するＡ船を認め、急い

で機関を後進にかけようとしたが、クラッチが中立の状態でＡ船に衝突し

た。 

船長Ａ及び船長Ｂは、双方の負傷の有無及び船体の損傷の確認を行い、

自力での航行が可能であったので、それぞれ係留地に帰航した。 

気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１７時３８分 

月齢等：月齢 １４.５、月出時刻 １７時２６分 

その他の事項 船長Ａは、ふだん日出と共に出港して１３時ごろ帰港し、夜間に航行す

ることはほとんどなかった。 

Ａ船及びＢ船には、レーダー及び汽笛は装備されていなかった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、出入航船が少ない時間帯であるため、周りに他船

はほとんどいないと思っていた。 

船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

Ｂ船は、クラッチに異常はなかった。 

船長Ｂは、船首目標とした桟橋付近には、同桟橋を照らす灯火や付近の

会社や住宅の灯火があり、他船の灯火を確認しづらかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、新居浜港内の本件水路の左（西）側寄

りを北西進中、船長Ａが、別子岸壁北岸に注意を

向け、適切な見張りを行っていなかったことか

ら、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、新居浜港内の本件水路の右（西）側寄

りを南東進中、船長Ｂが、船首目標としていた桟

橋付近の灯火で船首方の他船の灯火が確認しづら

い状況であったことから、Ａ船が船首右方向に接

近するまで気付かず、Ａ船と衝突したものと考え
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られる。 

原因 本事故は、夜間、新居浜港内において、Ａ船が本件水路の左（西）側寄

りを北西進中、Ｂ船が本件水路の右（西）側寄りを南東進中、船長Ａが適

切な見張りを行わず、また、船長Ｂが船首目標としていた桟橋付近の灯火

で船首方の他船の灯火が確認しづらい状況であったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・出入航船の少ない時間帯でも、常時適切な見張りを行うこと。 

・狭い水路では右側に寄って航行すること。 

 




